
〔商品概要説明書〕 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 ベ ス ト テ ン の 仕 組 み  
 

(ａ～ｇの元利金合計)

(①～⑥の元利金合計) 

とりまとめ日 

ひとつにまとめて

10 年 定期

ひとつにまとめて 
10 年 定期  

ひとつにまとめて

10 年 定期

ひとつにまとめて

10 年 定期

とりまとめ日に満期となる定期預金

（ａ～ｇ）は、10 年定期を含めその

全てを 1 つにまとめて 10 年定期を

お作りいたします。 

ひとつにまとめて

10 年 定期
 

とりまとめ日までの期間が 1 ヵ月未

満の場合、その次のとりまとめ日を

満期日とする期日指定定期（⑦）を

お作りいたします。 

新たにお預け入れの場合、とりまとめ日

を満期日とする期日指定定期（①～⑥）

をお作りいたします。 

とりまとめ日 

1ヵ月未満 

 

ａ 満期を迎える10年定期 
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1.商品名 ・確定拠出年金専用定期預金 「愛称：ベストテン」 

2.販売対象 ・確定拠出年金制度の加入者、運用指図者（以下「加入者等」といいます。） 

ただし、名義は、確定拠出年金制度における資産管理機関または国民年金基

金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関となります。 

3.商品の仕組み 

（自動とりまとめ機能） 

・新たにお預け入れいただく場合、とりまとめ日を満期日とする 1 ヵ月以上の

期日指定定期預金をお作りいたします。とりまとめ日に、当該とりまとめ日

が満期日であるすべての定期預金の元利金を自動的にとりまとめて、とりま

とめ日の10年後の応当日を満期日とする10年定期預金に振り替えます。

＊前ページの図をご参照ください。 

・期日指定定期

・10年定期 

1ヵ月以上1年未満 

10年 

4.期間 

 
(※)期日指定定期は10年定期に振り替えます。 

10年定期は自動継続（元利継続）となります。 

5.預入方法 

(1)預入方法 

 

・追加型 

・確定拠出年金法に基づく年金資産をお預け入れいただきます。 

(2)預入金額 ・1円以上 

(3)預入単位 ・1円単位 

6.とりまとめ日 ・年 2回（1月および7月の27日） 

7.払戻方法 ・満期日以後に払い戻します。 
 
(※)払戻は、名義人である確定拠出年金制度における資産管理機関または国民年金基

金連合会からの委託を受けた事務委託先金融機関に対して行われます。確定拠出

年金制度の加入者等の個人名義口座への入金はできません。 

8.利息 

(1)適用利率（金利） 

 

・期日指定定期

 

・10年定期 

 

預入日からとりまとめ日の前日まで、預入日の適用利率（金利）

を適用します。 

とりまとめ日からその10年後の応当日の前日まで、とりまと

め日の適用利率（金利）を適用します。 

(2)利払方法 ・満期日に一括して支払い、自動的に元金に加算されます。 

・付利単位を1円とした、1年を365日とする日割計算 

期日指定定期

10年定期 

単利 

6ヶ月複利 

(3)計算方法 

 
(※)利息額は、預入日、満期日、利率等の条件が同一の定期について、その元金（残

高）をプラン単位で合計した金額に対して計算した後、各加入者等の元金（残高）

に応じて記録関連運営管理機関で按分します。利息額は、1 円未満は切り捨てで

計算します。このため、元金、預入期間、利率が同一であっても利息額が異なる

可能性があります。 

(4)金利表示方法 ・窓口でお問い合わせください。 

9.手数料  

10.付加できる特約事項 ・ございません。  

 



 

 

 

 

 

11.中途解約時の取扱い 

(1)中途解約利率 

 

・中途解約をする場合には、以下の中途解約利率（小数点第 3 位以下は切り捨

てます。）により計算した利息とともに払い戻します。 

 ＜中途解約利率＞ 

 ①期日指定定期の場合 

預入日から1年未満の場合（とりまとめ日の前日までの場合） 

 

約定利率×5% 

 ②10年定期の場合 

とりまとめ日から2年6ヵ月未満の場合 

とりまとめ日から2年6ヵ月以上3年未満の場合 

とりまとめ日から3年以上4年未満の場合 

とりまとめ日から4年以上5年未満の場合 

とりまとめ日から5年以上6年未満の場合 

とりまとめ日から6年以上7年未満の場合 

とりまとめ日から7年以上8年未満の場合 

とりまとめ日から8年以上9年未満の場合 

とりまとめ日から9年以上10年未満の場合 

 

約定利率×5% 

約定利率×10% 

約定利率×15% 

約定利率×30% 

約定利率×50% 

約定利率×60% 

約定利率×70% 

約定利率×80% 

約定利率×90% 

 ・一部解約が可能です。 

一部解約分については、上記の中途解約利率により計算します。 

(2)中途解約の方法 ・一部解約の場合は、以下の2通りの解約方法から選択することが可能です。

(1)加入者等にご指定いただいた契約を解約します。 

(2)解約元金がご指定の金額に達するまで、加入者等単位に次の順序で解約し

ます。 

①期日指定定期の内、預入日から解約日までの期間が短い定期預金から

順次解約します。 

②次に 10 年定期の内、預入日から解約日までの期間が短い定期預金か

ら順次解約します。 

12.持分の計算方法 ・加入者等毎の持分の計算は元金（預金残高）によるものとします。 

13.利息に係る課税内容 ・非課税 

14.預金保険適用の有無 ・預金保険制度の対象です。 

・保険の対象預金と保護の範囲は以下のとおりです。  

決済用預金（無利息、要求払い、決済サービスを提供できること、という３条件を

満たす預金）に該当するものは全額保護となり、それ以外の預金等については１金

融機関ごとに預金者1人当たり元本１，０００万円までとその利息等が保護されま

す。 

・同一預金者の預金等を合算した結果、保険対象預金等のうち、決済用預金以外の預金

等が元本1,000 万円を超え、かつ、複数の預金等が存在する場合には、預金保険法

で定められた優先順位により元本1,000万円が確定されます。 

・確定拠出年金の積立金の運用に係る預金等については、当該預金者の積立分も含め付

保預金金額が確定されますが、付保預金を確定するための優先関係については、加入

者個人の預金等が優先されます。 

 



 

・なお、保険の対象となる預金等のうち決済用預金以外の預金等で元本1,000

万円を超える部分及び保険対象外の預金等並びにこれらの利息等について

は、破綻金融機関の財産の状況に応じて支払われるため、一部カットされる

ことがあります。 

15.その他参考となる事項 ・確定拠出年金法上の元本確保型商品です。 

・元利金は当社が保証しております。 

・自動継続を停止した場合の満期日以後の利息は、解約日または書替継続日に

おける普通預金利率により計算します。 

・次回のとりまとめ日までの期間が 1 ヶ月未満の期間に預け替えによりお預け

入れいただいた場合、次々回のとりまとめ日に10年定期が設定されます。

 


